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自動車公害対策 

 ⑴ 国および東京都の対策 

道路交通騒音・振動対策としては、自動車単体の対策強化のほか 

交通量対策、道路構造の改善および沿道対策などがあります。 

大気汚染については、自動車が主な発生源となっている二酸化窒 

素および浮遊粒子状物質に係る環境基準の達成が、自動車が増加・集

中する首都圏では、これまで非常に困難な状況にありました。しか

し、自動車単体の排ガス規制、特にディーゼル車に対する国および東京都の対策によ

り、改善傾向を示しています。 

  ア 国の対策 

「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削

減等に関する特別措置法」（以下「自動車NOx・PM法」といいます。）は、窒素酸化

物や粒子状物質による大気汚染が著しい都市部での大気環境の改善を目指すもので

す。これまで、首都圏、愛知・三重圏、大阪・兵庫圏にある市区町村を窒素酸化物

対策地域および粒子状物質対策地域（以下「対策地域」といいます。）に指定し、

自動車から排出される窒素酸化物および粒子状物質の排出総量の削減に取り組んで

きました。このため、大都市地域における自動車交通に起因する窒素酸化物および

粒子状物質による大気環境は、改善傾向を示しています。 

  イ 東京都の対策 

東京都では、「自動車 NOx・PM 法」に基づき、都内における自動車の窒素酸化物お

よび粒子状物質削減のための総合的な対策の枠組みとして、｢東京都自動車排出窒素

酸化物及び粒子状物質総量削減計画」を平成 16 年３月に策定しました。この計画は

平成 32 年度までに二酸化窒素、浮遊粒子状物質に係る環境基準を達成することを目

標としています。 

また、自動車公害対策を推進するため、ディーゼル車から排出される粒子状物質

について排出基準を定め、基準を満たさない規制対象のディーゼル車については、

平成 15 年 10 月から都内運行を禁止としました。これに併せて、粒子状物質減少装

置（DPF 等）を指定し、装着に対する補助制度を設けるなど、ディーゼル車から排出

される粒子状物質の抑制に努めてきました。現在では、低公害車・低燃費車の普及

促進を図るため、ハイブリッドトラック導入補助金などを設け、粒子状物質排出量

の更なる低減を推進しています。 

 ⑵ 練馬区の対策 

区では、騒音規制法第 18 条に基づき自動車騒音常時監視を行っています。自動車騒

音常時監視は、平成 10 年の騒音規制法改正時に新設され、東京都が平成 12 年度から

実施してきましたが、平成 15 年度に都から区へ事務が移譲されました。 

ア 幹線交通を担う道路に近接する空間における環境基準 

騒音についての幹線交通を担う道路に近接する空間における環境基準は、以下の

とおりです。 
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幹線交通を担う道路に近接する空間における環境基準           （単位：dB） 

昼間（６時～22 時） 夜間（22 時～６時） 

70 以下 65 以下 

個別の住居等において、騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が

営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては

45dB 以下、夜間にあっては 40dB 以下）によることができる。 

※ 「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道 

にあっては４車線以上の区間に限る）等を表す。 

※ 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下のように車線数の区分に応じて、道路端からの

距離によりその範囲を特定する。 

２車線以下の車線を有する道路   15ｍ 

２車線を超える車線を有する道路  20ｍ 

     （「評価範囲図」を参照のこと。） 

イ 面的評価 

自動車騒音常時監視の環境基準達成状況を評価するための方法として、現在用い

られている方法が面的評価です。これは道路に面する地域の個別の住居等が受ける

騒音レベルを環境基準と比較して、その達成度合いを戸数および割合で評価するも

のです。 

  ウ 評価範囲 

面的評価は「幹線交通を担う道路」すべてを対象とします。対象となる範囲は、

対象道路と住居等との境界（道路端）から 50m までです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価範囲図 

エ 評価対象の音 

評価対象の音は、対象道路から発せられる道路交通騒音に限定します。対象道路

に接続する側道や対象道路と平行する裏道の道路交通騒音は含みません。その他、

「建設作業騒音」、「鳥や虫の声」および「救急車、パトカーなどのサイレン音」も
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含みません。そのため、実測地点において対象外の音が発生した場合は、除外音と

して処理します。 

  オ 評価の方法 

平成 29 年度調査での対象道路の総延長は、84.7km でした。同一の道路であって

も、場所によって騒音レベルは異なります。このため、調査は、道路交通騒音の影

響が概ね一定とみなせる区間をひとつの評価区間としており、区内では 46 の評価区

間で評価しました。評価は、交通条件（交通量・大型車混入率・車速）と騒音の実

測値により、コンピュータの計算で行います。なお、騒音の実測を行っていない道 

路でも、道路騒音の状況が過去を含む他の測定値と同等と見なせる箇所は、推計

することで評価しています。 

交通条件は国土交通省の一般交通量調査データを利用するほか、必要に応じて騒

音とともに実測を行います。実測は５年間で一巡するスケジュールで行われ、平成

29 年度は９箇所で調査しました。 

そのほか、自動車騒音の評価に関する内容は、環境省から出されている「騒音に

係る環境基準の評価マニュアル」に従います。 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

練馬区内における対象道路図 
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基準点騒音測定結果 （単位：dB）

環境
基準

測定
値

評価
※

環境
基準

測定
値

評価
※

関越自動車道 大泉町2-7 60 ○ 57 ○

千代田練馬田無線 （富士街道） 石神井台5-25 66 ○ 65 ○

練馬所沢線 （目白通り） 大泉町6-13 66 ○ 63 ○

環状八号線 平和台4-20 69 ○ 67 ×

東京朝霞線 （別荘橋通り） 大泉町1-44 67 ○ 62 ○

池袋谷原線 （要町通り） 小竹町2-32 56 ○ 52 ○

南田中町旭町線 （笹目通り） 谷原3-24 70 ○ 68 ×

南田中町旭町線 光が丘3-9 59 ○ 53 ○

東京外環自動車道 大泉町3-2-13 61 ○ 57 ○

関越自動車道 大泉学園町3-23 65 ○ 61 ○

一般国道254号 北町1-11-1 69 ○ 69 ×

東京所沢線 （青梅街道） 上石神井1-32-7 72 × 70 ×

練馬所沢線 （大泉通り） 東大泉2-11-19 64 ○ 61 ○

練馬所沢線 西大泉6-12-3 64 ○ 61 ○

環状八号線 南田中4-4-3 68 ○ 65 ○

環状八号線 南田中3-13-6 59 ○ 54 ○

一般国道254号 北町8-28 67 ○ 66 ×

東京所沢線 （青梅街道） 関町南4-6 72 × 71 ×

千代田練馬田無線 （目白通り） 豊玉北2-4 71 × 70 ×

飯田橋石神井新座線 南大泉5-35 55 ○ 52 ○

環状八号線 北町1-13 67 ○ 64 ○

瀬田貫井線 （中杉通り） 中村南3-19 67 ○ 64 ○

池袋谷原線 高松4-1 62 ○ 55 ○

南田中町旭町線 春日町3-19 64 ○ 60 ○

下石神井大泉線 （井草通り） 下石神井5-18 67 ○ 64 ○

一般国道17号 北町3-13 58 ○ 55 ○

千代田練馬田無線 向山1-16 61 ○ 56 ○

練馬川口線 （土支田通り） 大泉町1-2 66 ○ 62 ○

環状七号線 豊玉中2-27 73 × 71 ×

杉並田無線 （新青梅街道） 下石神井5-13 67 ○ 64 ○

椎名町上石神井線 （千川通り） 中村北1-10 66 ○ 65 ○

前沢保谷線 南大泉2-5 63 ○ 60 ○

飯田橋石神井新座線 （旧早稲田通り） 南田中1-22 64 ○ 60 ○

飯田橋石神井新座線 （旧早稲田通り） 下石神井3-4 63 ○ 57 ○

環状七号線 小竹町2-74 68 ○ 66 ×

関町吉祥寺線 （吉祥寺通り） 立野町15 63 ○ 60 ○

東大泉田無線 東大泉4-10 66 ○ 64 ○

杉並田無線 （新青梅街道） 石神井台4-5 68 ○ 65 ○

椎名町上石神井線 （千川通り） 豊玉上1-26 65 ○ 61 ○

椎名町上石神井線 （千川通り） 富士見台1-8 66 ○ 62 ○

南田中町旭町線 （笹目通り） 高野台1-16 67 ○ 67 ×

調査年度 路線名（通称） 調査か所

昼間（6時～22時） 夜間（22時～6時）

70 65

※評価の欄の○印は環境基準を満足していることを、×印は超過していることをそれぞれ示す。

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

  カ 騒音測定結果 

実測による測定結果（過年度含む）を次表に示します。 
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  キ 面的評価の結果 

 環境基準達成率は概ね横ばいで推移しています。近接空間の夜間環境基準達成率

は 80％台となっていますが、その他は概ね 95％以上を推移しています。 

 

近接空間における面的評価結果 

 評価対象 

住居等戸数(戸) 

昼間環境基準値以下 夜間環境基準値以下 

戸数(戸) 
達成率 

(％) 
戸数(戸) 

達成率 

(％) 

平成 16 

～20 年度 
42,018 39,936 95.0 36,937 87.9 

平成 21 

～25 年度 
41,933 39,939 95.2 36,711 87.5 

平成 26 年度 44,254 42,051 95.0 38,653 87.3 

平成 27 年度 41,756 39,456 94.5 34,670 83.0 

平成 28 年度 44,296 41,929 94.7 36,453 82.3 

平成 29 年度 41,801 40,635 97.2 36,394 87.1 

 

非近接空間における面的評価結果 

 
評価対象 

住居等戸数(戸) 

昼間環境基準値以下 夜間環境基準値以下 

戸数(戸) 
達成率 

(％) 
戸数(戸) 

達成率 

(％) 

平成 16 

～20 年度 
43,176 42,518 98.5 41,877 97.0 

平成 21 

～25 年度 
38,112 37,669 98.8 36,966 97.0 

平成 26 年度 39,143 38,680 98.8 37,945 97.0 

平成 27 年度 38,090 37,634 98.8 36,745 96.5 

平成 28 年度 39,185 38,787 99.0 37,906 96.7 

平成 29 年度 38,115 37,928 99.5 37,402 98.1 


